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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
諸
藩
が
蔵
米
の
引
換
券
と
し
て
発
行
し
た
米
切
手
に
つ
い
て
、
年
貢
の

代
納
に
注
目
し
な
が
ら
、そ
の
地
域
経
済
に
お
け
る
機
能
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

米
穀
は
、
米
納
年
貢
制
の
も
と
領
主
財
政
の
根
幹
と
な
る
、
近
世
の
最
重
要
商
品

で
あ
り
、
そ
の
流
通
を
め
ぐ
っ
て
は
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
省
略
す
る
が
、
全
国
市
場

や
中
央
市
場
を
中
心
に
豊
富
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
近
年
で
は
、
原
直
史
氏
（
越
後

国
）・
多
和
田
雅
保
氏
（
信
濃
国
）・
平
野
哲
也
氏
（
下
野
国
）・
高
橋
伸
拓
氏
（
上

総
国
）・
安
部
伸
哉
氏
（
後
述
）
ら
に
よ
っ
て
、
地
域
的
米
穀
流
通
の
実
態
も
解
明

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
中
で
対
象
地
域
と
さ
れ
た
の
は
概
ね
所
領
が
錯
綜
し
、

領
主
の
統
制
が
弱
い
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
在
払
や
年
貢
金
納
な
ど
に
よ
っ

て
蔵
米
（
領
主
米
）
が
地
域
内
で
売
却
さ
れ
、
納
屋
米
（
地
主
作
徳
米
）
と
と
も
に

地
主
が
商
品
と
し
て
取
り
扱
う
な
ど
、
地
主
が
米
穀
流
通
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を

握
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
に
対
し
、
西
日
本
の
瀬
戸
内
な
ど
で
は
大
規
模
な
藩
が
配
置
さ
れ
、
藩
が
城

下
町
を
は
じ
め
と
す
る
蔵
に
年
貢
米
を
集
積
さ
せ
る
な
ど
、
米
穀
流
通
に
対
す
る
領

主
の
統
制
の
比
重
が
大
き
か
っ
た
。
実
際
、
本
稿
で
扱
う
萩
藩
で
は
、
地
主
は
高
率

の
年
貢
負
担
に
加
え
、
厳
格
な
米
穀
流
通
統
制
に
よ
り
作
徳
米
を
自
由
に
売
買
で
き

ず
、
地
主
制
発
展
が
制
約
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
所
領

が
錯
綜
し
た
地
域
と
大
規
模
な
藩
領
で
は
米
穀
流
通
構
造
が
全
く
異
な
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
、
別
個
の
検
討
が
必
要
と
言
え
る
が
、
西
日
本
の
大
藩
に
お
け
る
米
穀
流

通
を
検
討
し
た
研
究
は
管
見
の
限
り
多
く
な
い
。
萩
藩
を
例
に
と
る
と
、
小
川
国
治

氏
・
田
中
誠
二
氏
・
伊
藤
昭
弘
氏
ら
が
領
内
湊
町
で
の
蔵
米
売
却
や
藩
の
「
飢
餓
移

出
」
的
な
大
坂
廻
米
、
木
部
和
昭
氏
ら
が
豪
農
の
作
徳
米
販
売
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
前
者
は
藩
財
政
、
後
者
は
豪
農
経
営
の
観
点
か
ら
の
言
及

で
あ
り
、
必
ず
し
も
米
穀
流
通
自
体
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
最
新

の
成
果
で
あ
る
安
部
氏
の
研
究
は
、
萩
藩
の
俸
禄
米
の
取
引
制
度
を
詳
細
に
解
明
し

た
も
の
で
あ
り
、
米
切
手
と
領
民
の
飯
米
・
酒
造
米
需
要
と
の
関
係
や
、
今
回
取
り

上
げ
る
米
切
手
に
よ
る
年
貢
上
納
な
ど
、
地
域
側
の
動
向
も
視
野
に
含
ま
れ
て
お
り

重
要
で
あ
る
。
た
だ
、
主
要
な
関
心
は
藩
の
米
価
政
策
で
あ
り
、
米
穀
流
通
に
お
け

る
藩
・
地
域
の
統
一
的
把
握
は
依
然
と
し
て
課
題
と
言
え
る
。

　

近
世
流
通
史
に
お
い
て
は
、
領
主
的
流
通
と
民
間
流
通
と
の
対
抗
関
係
と
い
う
古

典
的
な
図
式
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
後
再
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
近
年
、

領
主
財
政
と
地
域
経
済
と
の
相
互
関
係
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
本
稿
で

扱
う
米
穀
は
、年
貢
す
な
わ
ち
領
主
的
商
品
と
し
て
領
主
財
政
の
根
幹
と
な
る
一
方
、

食
糧
・
酒
造
原
料
と
い
う
形
で
民
間
流
通
・
地
域
経
済
に
も
関
わ
る
商
品
で
あ
り
、

そ
の
流
通
の
分
析
は
領
主
と
地
域
と
の
関
係
性
の
一
端
を
検
討
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
も
の
と
考
え
る
。
さ
ら
に
米
穀
は
、
藩
士
へ
の
俸
禄
支
給
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
下
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層
民
を
含
め
た
諸
階
層
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
る
た
め
、
単
に
領
主
と
地
域
と
の
関
係

の
み
な
ら
ず
、
藩
士
・
下
層
民
と
い
っ
た
領
主
・
地
域
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
構
造
ま
で

視
野
に
入
れ
た
検
討
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、
米
穀
を
通
じ
て
領
主
と
地
域
と
の
相
互
関
係
を
検
討
す
る
作
業
の

一
環
で
、
本
稿
で
注
目
す
る
の
が
、
米
切
手
に
よ
る
年
貢
代
納
で
あ
る
。
蔵
米
の
引

換
券
で
あ
る
米
切
手
は
、
諸
藩
が
大
坂
蔵
屋
敷
で
の
蔵
米
売
却
の
際
に
発
行
し
た
も

の
が
有
名
で
あ
る
が
、
諸
藩
国
元
で
も
藩
士
へ
の
俸
禄
米
支
給
な
ど
の
際
に
発
行
さ

れ
て
い
た
。
筆
者
は
以
前
、
津
山
藩
（
美
作
国
）
を
事
例
に
、
米
価
高
騰
時
に
藩
が

商
人
の
所
有
す
る
米
切
手
を
売
却
さ
せ
る
と
い
う
形
で
、
米
切
手
が
食
糧
の
需
給
調

整
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
た
だ
、
津
山
藩
は
比
較
的
小
規
模
な

譜
代
の
藩
で
あ
り
、
ま
た
対
象
地
域
が
城
下
町
に
、
対
象
時
期
が
天
保
飢
饉
な
ど
の

非
常
時
に
そ
れ
ぞ
れ
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
一
方
、
今
回
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
萩
藩
は

周
防
国
・
長
門
国
一
円
を
支
配
し
た
外
様
の
大
藩
で
あ
り
、
か
つ
年
貢
代
納
と
い
う

在
方
を
含
め
た
恒
常
的
な
行
為
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
対
象
と
す
る
地
域
・
時
期
を

拡
大
で
き
る
。
蔵
米
の
引
換
券
で
あ
る
米
切
手
が
年
貢
代
納
と
い
う
形
で
地
域
経
済

に
果
た
し
た
役
割
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
先
述
の
よ
う
に
領
主
と
地
域
と
の
相
互
関

係
の
把
握
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。

一　

萩
藩
の
米
切
手
と
年
貢
代
納

（
一
）
米
切
手
の
発
行
・
流
通

　

萩
藩
の
地
方
支
配
は
当
職
（
家
老
）
配
下
の
郡
奉
行
が
担
当
し
た
。
藩
は
領
内
を

宰
判
と
い
う
行
政
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
割
し
（
図
１
）、
宰
判
ご
と
に
郡
奉
行
配
下
の
代

官
を
置
い
た
が
、
代
官
は
通
常
萩
城
下
に
在
住
し
、
実
際
の
宰
判
行
政
は
勘
場
（
代

官
所
）
に
常
駐
す
る
大
庄
屋
ら
が
担
っ
た
。

　

ま
ず
前
提
と
し
て
、
萩
藩
の
米
切
手
に
つ
い
て
、
安
部
氏
の
研
究
に
依
拠
し
な
が

ら
そ
の
概
要
を
確
認
し
た
い
。
米
切
手
は
藩
の
当
職
裏
判
役
か
ら
藩
士
へ
俸
禄
米
と

（
７
）

（
８
）

図１　萩藩領の宰判配置
出典：『防長風土注進案　研究要覧』。
註：�１は長府藩領、２は徳山藩領、３は清末藩領、４は岩国藩領を指す。大島・奥山代・前山代・上関・熊毛・都

濃・三田尻・徳地・山口・小郡宰判は周防国、船木・吉田・美祢・先大津・前大津・当島・浜崎・奥阿武宰判
は長門国。
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し
て
支
給
さ
れ
た
。
米
切
手
の
券
面
に
は
支
給
対
象
の
藩
士
・
石
数
・
発
行
年
月

日
・
蔵
米
を
受
け
取
る
宰
判
が
記
さ
れ
て
い
た
。
藩
士
は
米
切
手
を
換
金
し
、
米
切

手
は
仲
買
の
仲
介
に
よ
っ
て
米
商
人
・
酒
造
家
・
農
家
・
町
家
へ
流
通
し
た
。
最
終

的
に
、
所
持
者
が
各
宰
判
の
代
官
所
へ
持
ち
込
み
、
村
の
指
定
を
受
け
て
、
そ
の
村

の
米
蔵
か
ら
正
米
を
受
け
取
っ
た
。蔵
米
払
い
出
し
の
期
限
は
翌
年
五
月
で
あ
っ
た
。

年
貢
米
を
城
下
町
な
ど
の
蔵
に
集
中
す
る
藩
と
異
な
り
萩
藩
で
は
、
年
貢
米
を
瀬
戸

内
側
に
津
出
し
す
る
南
前
地
域
と
日
本
海
側
に
津
出
し
す
る
北
前
地
域
と
が
あ
り
、

基
本
的
に
南
前
地
域
の
年
貢
米
は
大
坂
に
運
送
さ
れ
、
北
前
地
域
の
年
貢
米
は
萩
の

蔵
に
納
め
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
地
理
的
条
件
の
も
と
で
は
、
村
段
階
で
蔵
米
の
払

い
先
を
仕
分
け
る
こ
と
で
蔵
米
の
移
動
を
最
小
限
に
す
る
仕
組
み
は
合
理
的
で
あ
っ

た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

よ
り
具
体
的
に
米
切
手
の
券
面
や
流
通
の
実
態
を
示
す
も
の
と
し
て
、
先
行
研
究

で
は
管
見
の
限
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
、
米
切
手
の
紛
失
に
関
す
る
史
料
を
参
照
し

て
み
た
い
。
そ
れ
ら
を
表
１
に
ま
と
め
た
。
ま
ず
、
米
切
手
の
券
面
に
関
し
て
は
、

引
き
換
え
ら
れ
る
蔵
米
の
量
・
発
行
対
象
の
藩
士
・
宛
先
の
宰
判
が
記
さ
れ
て
お

り
、
先
行
研
究
を
裏
付
け
る
。

　

１
～
３
は
正
徳
期
の
触
で
、
紛
失
し
た
米
切
手
に
つ
い
て
、
発
見
し
た
場
合
は
申

し
出
る
よ
う
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
「
右
の
御
切
手
質
ニ
置
候
歟
、
売
払

候
も
の
於
有
之
は
」（
１
）・「
自
然
御
切
手
買
得
仕
候
者
、
質
ニ
取
候
者
、
又
拾
ひ

候
も
の
等
有
之
候
ハ
ヽ
」（
３
）
な
ど
、
米
切
手
の
購
入
や
質
入
れ
を
想
定
し
た
文

言
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
前
半
に
は
す
で
に
、
藩
士
宛

て
の
米
切
手
が
売
買
さ
れ
た
り
融
資
の
担
保
と
し
て
利
用
さ
れ
る
、
と
い
う
実
態
が

存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

一
世
紀
ほ
ど
時
期
が
下
る
が
、
文
化
・
文
政
期
に
も
米
切
手
の
紛
失
に
関
す
る
触

が
ま
と
ま
っ
て
確
認
で
き
る（
４
～
16
）。こ
れ
ら
は
、米
切
手
を
紛
失
し
た
た
め「
調

替
」（
交
換
）
を
願
い
出
た
の
に
対
し
、「
過
料
被
召
上
、
調
替
被
仰
付
、
最
前
之
分

通
用
被
差
留
」、
す
な
わ
ち
罰
金
を
徴
収
し
た
う
え
で
米
切
手
を
新
規
発
行
し
、
紛

失
し
た
米
切
手
に
つ
い
て
は
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
を
、
郡
奉
行
か
ら
諸
宰
判
の
代

官
へ
触
れ
た
も
の
で
あ
る
。
出
願
者
に
は
米
切
手
の
発
行
対
象
の
藩
士
の
ほ
か
、
藩

士
か
ら
米
切
手
を
「
買
得
」（
購
入
）
し
た
町
人
・
百
姓
な
ど
が
見
え
、
藩
士
宛
て

の
米
切
手
が
萩
城
下（
図
２
）・
在
方
で
流
通
す
る
様
相
が
確
認
で
き
る
。ま
た
、「
途

中
」
の
表
現
が
散
見
さ
れ
る
点
か
ら
、
交
換
の
申
請
者
は
宛
先
の
宰
判
に
赴
い
て
正

米
に
引
き
換
え
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
彼
ら
は
食
糧
な
ど
実
需
目
的

で
米
切
手
を
入
手
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
９
）

（
10
）

図２　萩城下の町人町配置図
出典：山口県編『山口県史　史料編　近世四』同、2008年、11頁。
註：武家町および一部の町人町などは省略した。
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表１　紛失の事例に見る米切手の券面
引き換えられる

蔵米の量 発行対象の藩士 宛先の
宰判 紛失時の携行者 紛失の経緯 触の年月

１
３石５斗７升 粟屋十郎右衛門 熊毛 粟屋孫右衛門（大組）

家来重留甚兵衛 熊谷町於風呂屋盗れ申 11月
（正徳４～５年）２石８斗１升 中村三郎右衛門 奥阿武

２ ２石５斗 福原与三左衛門（大組） 美祢 ― ― ３月
（正徳５年）

３
２石

福原右内（大組） 吉田 右内召仕の家来甲斐田
番三

朝飯後使ニ差出候処、
右弐通の御切手取逃申

８月
（正徳２～４年）２石２斗３升

４ ４斗３升８合 坪井甚右衛門（無給通）組
160人 当島 坪井甚右衛門組繁右衛

門
所持之処、途中ニおゐ
て取落し 文化11年９月

５ 20石４斗 仲平左衛門（大組） 山口 片河町々人伊藤半九郎 買得致所持居候処、於
家内令紛失 文化12年３月

６ ４石 井原孝太郎 山口 唐樋町々人白井長左衛
門

買得令所持候処、於家
内紛失 文化12年４月

７ １石６斗 長屋又左衛門 奥阿武 上五間町々人西村市助 令買得、途中ニおゐて
取落 文化13年３月

８ ２石 御厩之者111人 山口 御厩之甚左衛門 令所持候処、於家内致
紛失 文化13年11月

９
８斗７升６合

御小人22人
御蔵

御小人源太郎 致所持居候処、於家内
致紛失 文化15年３月

８斗７升６合 当島

10 ８斗７升 有吉権平組70人 小郡 有吉権平組利兵衛 小郡江取帰り候節、於
途中取落シ 文政元年12月

11 ９石 富木八郎右衛門 奥阿武 河添百姓庄吉 令買得候処、途中ニお
ゐて取落 文政２年正月

12
２石

香取留五郎
当島

香取春平 令所持候処、於途中取
落し 文政２年２月

２石３斗７升５合 美祢

13 ４斗３升６合 木梨喜左衛門（大組）組21
人 御蔵 木梨喜左衛門組新吉 令所持候処、於家内ニ

紛失 文政２年閏４月

14 ４斗３升８合 渡辺武右衛門組31人 美祢 瓦町々人沢村正左衛門 買得所持之処、於家内
令紛失 文政３年４月

15 ２石９斗６升 山県源右衛門（三十人通） 小郡 小郡台道村白生喜介 買得令所持、於家内紛
失 文政４年３月

16 ８斗７升６合 中嶋九郎兵衛（無給通）組
111人 当島 今魚店町々人末益庄蔵 買得令所持、於途中ニ

取落 文政４年９月

出典：�１～３は「二十八冊御書付」（山口県文書館編『山口県史料　近世編　法制上』同、1976年、714頁）、４～16は「諸御
書付控」巻23（毛利家文庫40法令138、山口県文書館所蔵）。「二十八冊御書付」（毛利家文庫）は、延享期ごろに郡奉行
所が地方支配関係の触達などを収録したもの（山崎一郎「『山口県史料』未収録「二十八冊御書付」記事目録」（『山口
県文書館研究紀要』27、2000年、85頁）。「諸御書付」（毛利家文庫）は、郡奉行所が、18世紀以降の郡奉行宛ての触達
などを、前半（元和～文化期）は項目別、後半（寛政～安政期）は編年で収録したもので（山崎一郎「毛利家文庫・法
令138「諸御書付」について」（『山口県文書館研究紀要』25、1998年）、82～84頁）、閲覧にあたっては、国文学研究資
料館所蔵のマイクロフィルム紙焼本を利用した。「二十八冊御書付」については触の年代が明記されておらず、宛先と
して示されている宰判の代官の在任期間（『防長風土注進案　研究要覧』、223～270頁）から比定した。

註：�藩士の階層について、１～３・５・13は山口県文書館編『山口県文書館史料目録２』同、1965年、４・20・42・50頁、４・
16は樹下明紀・田村哲夫編『萩藩給禄帳』マツノ書店、1984年、451・509頁を参照した。前者は享保～安永期、後者は安
政～明治期の史料をそれぞれ典拠としているため、表の本人ではなく同家の何代か前あるいは後の人物の可能性があり、
あくまで参考のために示した。山県源右衛門（15）は小郡宰判台道村の在郷諸士として記載されている（『防長風土注進
案　研究要覧』、287頁）。個別の藩士ではなく組に宛てて発行された米切手も見えるが、森下徹氏は、藩士の組ごとに切米・
扶持の米切手を換金する問屋が存在し、組は問屋から米切手を抵当に融資を受けていたことを指摘している（森下徹『近
世瀬戸内海地域の労働社会』溪水社、2004年、29頁）。御蔵（９・13）は萩城下の蔵とみられる。
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（
二
）
米
切
手
代
納
を
め
ぐ
る
藩
の
方
針

　

以
上
の
よ
う
な
形
で
流
通
し
て
い
た
米
切
手
が
、
年
貢
代
納
に
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
管
見
の
限
り
、
米
切
手
に
よ
る
年
貢
代
納
（
以
下
、
便
宜
的
に
「
米

切
手
代
納
」
と
表
現
す
る
）
に
言
及
さ
れ
て
い
る
も
っ
と
も
古
い
史
料
は
、
宝
暦
四

年
（
一
七
五
四
）
の
当
職
（
家
老
に
相
当
）
梨
羽
・
益
田
か
ら
吉
田
代
官
国
司
へ
の

指
示
で
あ
る
。

【
史
料
一
】（「
御
書
付
其
外
後
規
要
集
」）

　
　
　

御
倹
約
ニ
付
御
書
付
の
写

　
　

一�

、
地
下
御
所
務
米
上
納
の
儀
は
、
御
切
手
を
以
相
納
候
様
ニ
ハ
不
相
成
仕
法

の
由
ニ
候
へ
共
、
い
つ
と
な
く
其
仕
法
相
立
兼
、
御
蔵
入
・
諸
給
領
共
ニ
御

切
手
上
納
の
儀
申
出
、
無
拠
分
ハ
被
差
免
来
候
所
ニ
、
当
年
よ
り
ハ
右
の
類

容
易
ニ
不
被
及
御
沙
汰
候
、
然
共
於
御
代
官
所
至
極
被
遂
御
詮
議
、
何
そ
目

立
候
変
有
之
現
米
上
納
不
相
成
ニ
極
り
候
ハ
ヽ
、
其
筋
委
敷
被
申
出
次
第
令

詮
議
、
依
趣
ニ
少
々
の
儀
共
ハ
被
差
免
義
も
可
有
之
候
、
然
共
他
郡
御
切
手

を
以
上
納
は
不
被
仰
付
候
、
御
切
手
の
儀
ハ
い
つ
れ
も
現
米
同
様
ニ
立
用
相

成
段
ハ
勿
論
の
事
ニ
候
へ
共
、
他
郡
切
手
ニ
て
上
納
相
成
候
時
ハ
於
御
所
帯

方
差
引
入
組
候
て
目
途
ニ
難
相
成
、
彼
是
他
郡
切
手
上
納
ハ
一
向
不
被
仰
付

候
、
且
御
蔵
入
・
給
領
共
纔
の
義
ニ
て
も
代
銀
上
納
等
の
儀
は
全
不
被
差
免

候
事

　
　

�

右
前
書
の
趣
を
以
、
向
後
相
違
無
之
様
ニ
可
有
沙
汰
候
、
尤
御
役
入
替
り
の
節

ハ
此
趣
後
役
え
能
々
可
被
相
伝
候
、
已
上

　
　
　

宝
暦
四
戌
ノ
八
月
三
日　

梨
頼
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

益
隼
人

　
　
　
　

国
司
喜
兵
衛
殿

　

年
貢
米
を
米
切
手
で
上
納
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
い
つ
か
ら
と
な
く

禁
令
が
守
ら
れ
な
く
な
り
、
藩
直
轄
領
・
給
領
と
も
に
米
切
手
で
の
年
貢
上
納
を
願

い
出
て
い
る
。
や
む
を
得
な
い
分
は
許
可
し
て
き
た
が
、
今
年
か
ら
は
容
易
に
は
認

め
な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
、
宰
判
の
代
官
所
に
お
い
て
調
査
し
、
特
殊
な
事
情
に

よ
り
正
米
で
の
上
納
が
困
難
だ
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
詳
し
く
申
し
出

れ
ば
、
少
し
な
ら
ば
認
め
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
郡
切
手
で
の
上
納
は
認
め

な
い
。
米
切
手
は
い
ず
れ
も
正
米
同
様
に
通
用
す
る
が
、
他
郡
切
手
で
上
納
し
た
場

合
は
所
帯
方
（
他
藩
の
勘
定
所
に
相
当
）
で
の
計
算
が
複
雑
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

代
銀
で
の
上
納
も
一
切
認
め
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
藩
は
米
切
手
代
納
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
て
お
り
、
宝
暦
期
に
は
許

可
の
条
件
を
よ
り
厳
格
に
し
た
。
特
に
他
郡
切
手
、
す
な
わ
ち
他
宰
判
宛
て
の
米
切

手
に
よ
る
年
貢
代
納
（
以
下
、
便
宜
的
に
「
他
郡
切
手
代
納
」
と
表
現
す
る
）
は
例

外
な
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
「
於
御
所
帯
方
差
引
入
組
」
む
た
め
と
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
の
当
職
裏
判
役
高

洲
か
ら
吉
田
代
官
村
上
へ
の
指
示
を
見
た
い
。

【
史
料
二
】（「
御
書
付
其
外
後
規
要
集
」、
便
宜
的
に
①
～
④
の
番
号
を
付
し
た
）

　
　
　

覚

　
　

�

於
諸
郡
給
領
其
外
上
納
米
他
郡
切
手
を
以
差
出
候
義
、
御
米
御
手
当
有
之
儀
ニ

付
容
易
難
被
差
免
事
ニ
候
へ
共
、
無
拠
断
ニ
付
て
被
差
免
候
儀
、
然
は
運
賃
相

添
上
納
相
成
筈
ニ
付
、
北
才
判
の
分
ハ
只
今
迄
も
運
賃
夫
々
え
相
備
来
候
処
、

南
才
判
ニ
て
上
納
の
分
運
賃
一
向
不
相
備
分
も
有
之
、其
沙
汰
区
々
の
事
ニ
候
、

（
中
略
）
此
度
被
相
改
、
当
年
よ
り
左
の
通
被
仰
付
候
事

　
　

一�
、
北
宰
判
の
内
船
廻
り
の
才
判
ニ
て
上
納
米
の
儀
ハ
、
萩
を
目
途
ニ
し
て
、

南
才
判
御
切
手
ハ
勿
論
、
北
才
判
ニ
て
も
萩
え
の
道
法
遠
き
宰
判
の
御
切
手

を
以
、
近
き
才
判
え
差
出
候
時
ハ
、
其
所
よ
り
萩
迄
の
運
賃
の
内
、
上
納
所

よ
り
萩
へ
の
運
賃
差
引
、
残
る
間
欠
の
所
相
添
取
縮
被
仰
付
候
事
…
①

　
　

一�

、
南
宰
判
の
内
萩
近
の
才
判
え
上
納
米
、
上
口
才
判
の
御
切
手
を
以
上
納
の

時
ハ
、
其
名
前
の
才
判
よ
り
萩
え
の
運
賃
の
内
、
上
納
所
よ
り
萩
迄
の
運
賃

（
11
）

（
12
）

（
梨
羽
広
言
）

（
益
田
広
道
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）
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差
引
、
残
間
欠
の
所
上
納
主
よ
り
相
備
候
様
被
仰
付
候
事
…
②

　
　

一�
、
同
断
の
内
上
口
才
判
ニ
て
の
上
納
米
、
萩
近
の
南
才
判
御
切
手
を
以
差
出

候
時
ハ
、
其
名
前
の
才
判
よ
り
大
坂
迄
の
運
賃
の
内
、
上
納
所
よ
り
大
坂
え

の
運
賃
差
引
、
残
る
間
欠
の
所
上
納
主
よ
り
相
備
候
様
ニ
被
仰
付
候
事
…
③

　
　

一�

、
隣
才
判
ニ
て
運
賃
同
様
の
所
ハ
相
欠
無
之
儀
ニ
付
、
不
及
其
沙
汰
事

　
　
　

�

付
り
、
南
宰
判
え
の
上
納
米
、
北
付
切
手
を
以
差
出
候
時
は
不
及
運
賃
候
事

…
④

　
　

（
後
略
）

　
　

明
和
元
申
ノ
八
月　

高
平
七

　
　
　
　

村
上
吉
兵
衛
殿

　

年
貢
米
の
他
郡
切
手
で
の
上
納
は
容
易
に
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
や
む
を
得
な
い

場
合
は
許
可
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
海
側
の
宰
判
で
は
従
来
も
運
賃
を
加
え
て

上
納
し
て
い
る
が
、
瀬
戸
内
海
側
の
宰
判
か
ら
の
上
納
で
は
運
賃
を
全
く
加
え
て
い

な
い
場
合
も
あ
り
、
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
い
ず
れ
も
次
の
通
り
改
め
る
。

　

①
～
④
に
つ
い
て
、
日
本
海
側
の
う
ち
萩
に
よ
り
近
い
宰
判
を
Ａ
宰
判
、
萩
か
ら

よ
り
遠
い
宰
判
を
Ｂ
宰
判
、
瀬
戸
内
海
側
の
う
ち
萩
に
よ
り
近
い
（
大
坂
か
ら
よ
り

遠
い
）
宰
判
を
Ｃ
宰
判
、
萩
か
ら
よ
り
遠
い
（
大
坂
に
よ
り
近
い
）
宰
判
を
Ｄ
宰
判

と
仮
に
す
る
（
図
３
）。
ま
た
、
Ｘ
宰
判
が
Ｙ
宰
判
宛
て
の
米
切
手
で
年
貢
を
代
納

す
る
こ
と
を
、
便
宜
的
に
Ｘ
→
Ｙ
と
表
現
す
る
。
①
Ａ
→
Ｃ
・
Ｄ
あ
る
い
は
Ａ
→
Ｂ

の
場
合
、
Ｃ
・
Ｄ
あ
る
い
は
Ｂ
～
萩
の
運
賃
か
ら
Ａ
～
萩
の
運
賃
を
差
し
引
い
た
差

を
添
え
て
上
納
す
る
。
②
Ｃ
→
Ｄ
の
場
合
、
Ｄ
～
萩
の
運
賃
か
ら
Ｃ
～
萩
の
運
賃
を

差
し
引
い
た
額
を
添
え
て
上
納
す
る
。
③
Ｄ
→
Ｃ
の
場
合
、
Ｃ
～
大
坂
の
運
賃
か
ら

Ｄ
～
大
坂
の
運
賃
を
差
し
引
い
た
額
を
添
え
て
上
納
す
る
。
④
隣
接
し
て
運
賃
が
同

額
の
宰
判
宛
て
の
米
切
手
で
代
納
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
Ｃ
→
Ｂ
・
Ａ
の
場
合
は
、

運
賃
の
差
額
を
上
納
す
る
必
要
は
な
い
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
萩
藩
で
は
日
本
海
側
の
宰
判
の
年
貢
米
は
萩
に
、
瀬
戸
内
側
の

宰
判
の
年
貢
米
は
大
坂
に
運
送
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
あ
る
宰
判
が
他
郡
切
手
で

年
貢
を
代
納
す
る
と
、
そ
の
宰
判
よ
り
遠
く
の
他
郡
切
手
の
宛
先
の
宰
判
か
ら
萩
・

大
坂
に
米
を
運
送
す
る
こ
と
に
な
り
、
正
米
で
納
入
す
る
場
合
に
比
べ
て
運
賃
が
よ

り
多
く
か
か
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
補
填
を
宰
判
側
に
命
じ
て
い

る
。
④
の
「
付
り
」
の
部
分
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
Ｃ
→
Ｂ
・
Ａ
す
な
わ
ち
運
賃
の

差
額
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
場
合
も
宰
判
側
に
差
額
が
返
還
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

改
革
の
目
的
は
あ
く
ま
で
藩
の
増
収
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
宝
暦
四
年
時
点
で

は
厳
禁
さ
れ
て
い
た
他
郡
切
手
代
納
が
、
運
賃
の
差
額
補
填
を
条
件
と
し
な
が
ら
も

承
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
需
要
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

（
三
）
米
切
手
代
納
と
米
納
の
原
則

　

史
料
三
は
、
他
郡
切
手
代
納
が
承
認
さ
れ
て
以
降
の
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）

（
高
洲
就
忠
）

図３　他郡切手代納の運賃差額補填
註：�史料二中の「上口宰判」は、上方に近い宰判の意

と思われる。

日本海

瀬戸内海

大坂

B宰判

C宰判

A宰判

D宰判

萩

萩
藩
領
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の
触
で
あ
る
（「
御
沙
汰
相
成
候
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
職
あ
る
い
は
郡
奉
行

か
ら
各
宰
判
代
官
へ
の
指
示
と
思
わ
れ
る
）。

【
史
料
三
】（「
御
書
付
其
外
後
規
要
集
」）

　
　

�

公
納
米
見
付
不
宜
、
彼
是
取
立
差
閊
の
申
立
を
以
、
例
年
他
郡
切
手
上
納
の
願

出
有
之
被
差
免
来
候
、
元
来
米
誘
へ
念
を
入
、
現
米
公
納
仕
候
段
ハ
勿
論
の
儀

ニ
て
、
切
手
上
納
ハ
容
易
ニ
下
よ
り
も
願
出
間
敷
義
、
難
被
遂
御
宥
免
を
も
事

ニ
候
へ
共
、
実
事
の
閊
無
余
儀
於
筋
は
御
免
可
被
仰
付
候
処
、
近
来
才
判
ニ
寄

不
都
合
の
申
出
も
有
、於
下
ニ
ハ
種
々
心
得
違
の
取
計
筋
も
有
之
様
ニ
相
聞
候
、

当
年
は
作
方
宜
敷
年
並
ニ
候
へ
は
、
強
て
切
手
上
納
の
願
有
之
間
敷
哉
ニ
候
へ

共
、
已
来
共
ニ
無
拠
儀
も
有
之
分
ハ
、
実
事
の
閊
委
敷
詮
議
の
上
可
被
申
出
候
、

若
行
形
の
筋
を
以
不
都
合
の
申
出
も
有
之
分
ハ
押
て
減
少
被
仰
付
候
、
願
出
の

上
余
分
減
少
被
仰
付
候
て
ハ
差
懸
り
閊
ニ
も
可
相
成
事
ニ
付
、
先
達
て
相
達
置

候
事

　
　

右
、
寛
政
九
巳
年
御
沙
汰
相
成
候
事

　

年
貢
米
の
作
柄
が
思
わ
し
く
な
く
取
り
立
て
に
差
し
支
え
る
場
合
は
、
例
年
他
郡

切
手
代
納
の
願
い
出
を
承
認
し
て
き
た
が
、
本
来
現
物
の
米
で
の
上
納
が
原
則
で
あ

り
、
米
切
手
代
納
は
容
易
に
願
い
出
る
も
の
で
は
な
い
。
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
場
合
に
は
認
め
て
き
た
が
、
近
年
宰
判
に
よ
っ
て
不
都
合
な
願
い
出
も
あ
る
と
聞

く
。
今
年
は
作
柄
が
例
年
並
み
に
良
い
の
で
、
米
切
手
代
納
は
強
い
て
願
い
出
る
べ

き
で
は
な
い
が
、
今
後
も
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
事
情
を
詳
細
に
調
査
し
た
う
え

で
申
し
出
る
べ
き
で
あ
り
、
慣
例
に
よ
っ
て
不
都
合
に
願
い
出
る
こ
と
は
減
ら
す
よ

う
命
じ
る
。

　

萩
藩
で
は
近
世
を
通
じ
、
田
方
は
米
納
、
畑
方
は
銀
納
を
原
則
と
し
て
い
た
。
明

和
期
に
他
郡
切
手
代
納
が
公
認
さ
れ
た
後
で
も
、
年
貢
は
正
米
で
の
納
入
が
原
則
で

あ
り
、米
切
手
代
納
は
あ
く
ま
で
特
例
措
置
で
あ
る
と
い
う
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
米
切
手
代
納
の
許
可
に
あ
た
っ
て
は
年
ご
と
に
豊
凶
を
勘
案
し
て
い
た
こ
と

に
注
意
し
た
い
。

　

史
料
一
の
作
成
者
で
あ
る
当
職
梨
羽
広
言
・
益
田
広
道
は
、
宝
暦
四
年
六
月
に
当

職
に
就
任
し
て
、
藩
士
・
領
民
へ
の
馳
走
米
賦
課
な
ど
に
よ
り
財
政
再
建
を
図
っ
て

お
り
、
史
料
二
の
作
成
者
高
洲
就
忠
も
、
当
職
裏
判
役
と
し
て
財
政
再
建
を
目
的
と

す
る
萩
藩
の
宝
暦
改
革
の
中
心
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
史
料
一
で
米
切
手
代
納
の

承
認
を
厳
格
化
し
た
り
、
史
料
二
で
他
郡
切
手
代
納
の
際
に
運
賃
の
差
額
を
補
填
さ

せ
て
い
る
の
も
、
当
該
期
の
財
政
再
建
の
一
環
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

藤
村
聡
氏
は
、
越
後
国
新
発
田
藩
で
は
年
貢
を
正
貨
や
米
手
形
で
納
め
る
石
代
納

が
増
加
し
、
藩
蔵
に
正
米
が
収
納
さ
れ
な
く
な
っ
て
、
大
坂
廻
米
停
止
の
大
き
な
理

由
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
で
触
れ
た
よ
う
に
、
萩
藩
は
大
坂

借
銀
返
済
の
た
め
「
飢
餓
移
出
」
的
な
大
坂
廻
米
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
萩
藩
が
米

切
手
代
納
の
統
制
を
図
っ
た
の
も
、
大
坂
廻
米
の
た
め
の
正
米
を
確
保
す
る
目
的
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

な
お
、
藤
村
氏
は
正
貨
で
の
石
代
納
と
米
手
形
で
の
石
代
納
と
を
同
列
に
論
じ
て

い
る
が
、
史
料
一
で
萩
藩
は
、
米
切
手
代
納
は
や
む
を
得
な
い
場
合
承
認
す
る
も
の

の
、
年
貢
の
銀
納
は
無
条
件
で
認
め
な
い
、
と
し
て
い
る
。
史
料
一
に
「
御
切
手
の

儀
ハ
い
つ
れ
も
現
米
同
様
ニ
立
用
相
成
段
ハ
勿
論
の
事
」と
い
う
表
現
も
見
え
る
が
、

米
切
手
は
あ
く
ま
で
蔵
米
の
引
換
券
で
あ
り
、
史
料
二
の
よ
う
に
運
賃
の
差
額
の
問

題
も
発
生
し
た
も
の
の
、
藩
は
上
納
さ
れ
た
米
切
手
を
宛
先
の
宰
判
で
引
き
換
え
る

こ
と
に
よ
り
正
米
を
確
保
で
き
た
。
そ
の
点
で
、
米
切
手
代
納
は
代
銀
納
と
明
確
に

区
別
さ
れ
る
行
為
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
天
保
大
一
揆
で
、
米
切
手
の
取
引
所
で
あ

る
萩
城
下
の
相
場
所
が
、
米
価
高
騰
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
一
揆
勢
か
ら
の
廃
止
要

求
を
受
け
停
止
さ
れ
た
が
、
二
年
後
の
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
は
再
開
さ
れ
た
。

安
部
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、
当
職
の
相
場
所
再
開
の
通
達
の
な
か
で
、
相
場
所
で
の

適
正
な
相
場
形
成
が
「
御
家
来
中
売
切
手
」
の
ほ
か
「
町
家
・
諸
郡
上
納
切
手
」
の

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）
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た
め
に
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
天
保
期
の
時
点
で
は
、
米
切
手

代
納
が
地
域
経
済
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、

本
章
で
見
た
よ
う
に
、
そ
の
承
認
ま
で
に
は
紆
余
曲
折
が
存
在
し
た
。

二　

他
郡
切
手
代
納
と
地
域
経
済

（
一
）
大
島
宰
判
・
上
関
宰
判
に
お
け
る
他
郡
切
手
代
納

　

前
章
で
は
他
郡
切
手
代
納
を
め
ぐ
る
藩
側
の
政
策
を
確
認
し
た
が
、

本
章
で
は
地
域
側
に
お
け
る
他
郡
切
手
代
納
の
実
態
や
出
願
の
目
的
を

検
討
し
た
い
。「
防
長
風
土
注
進
案
」
に
よ
る
と
、
表
２
の
よ
う
に
、

瀬
戸
内
海
沿
岸
部
の
大
島
宰
判
・
上
関
宰
判
（
図
４
）
で
は
他
郡
切
手

代
納
が
広
範
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
両
宰
判
は
領
内
で
も
特
に
非
農

化
・
商
業
化
が
進
ん
だ
地
域
で
、
人
口
著
増
地
域
で
も
あ
り
、
ほ
ぼ
す

べ
て
の
村
で
必
要
食
糧
を
供
給
で
き
て
お
ら
ず
、
諸
稼
ぎ
に
よ
る
銀
収

入
で
他
郡
・
他
国
か
ら
食
糧
を
購
入
し
て
い
た
。

　

具
体
的
に
、他
郡
切
手
代
納
に
は
ど
の
宰
判
宛
て
の
米
切
手
を
用
い
、

い
か
な
る
手
段
で
購
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
３
に
、
一
定
期
間
に

わ
た
り
年
貢
の
請
払
一
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
上
関
宰
判
室
津
村
・
尾
国

村
を
対
象
に
、
文
政
～
天
保
期
の
「
他
郡
御
切
手
上
納
被
差
免
」
す
な

わ
ち
他
郡
切
手
代
納
が
許
可
さ
れ
た
石
数
の
変
遷
を
示
し
た
。
土
貢
米

す
な
わ
ち
年
貢
高
が
概
ね
固
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
他
郡
切
手
代

納
の
量
や
米
切
手
の
宛
先
の
宰
判
は
一
定
し
て
い
な
い
。史
料
三
か
ら
、

毎
年
作
柄
な
ど
を
考
慮
し
て
量
を
決
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

代
納
に
用
い
る
米
切
手
の
調
達
方
法
が
窺
え
る
史
料
と
し
て
、
安
政

元
年
（
一
八
五
四
）
に
波
野
村
庄
屋
竹
内
七
郎
右
衛
門
が
室
津
浦
年
寄

吉
崎
栄
次
郎
に
宛
て
た
書
状
で
は
、「
御
切
手
之
内
南
壱
石
九
升
五
合

御
承
取
買
付
之
儀
、
萩
ゟ
申
来
候
」、「
御
入
銀
御
便
次
第
御
送
銀
被
成

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

大島宰判

村名 村高（石） 並米（石） 他郡切手
代納（石）

久賀村 3,858 1,494 271
同浦 81 ― 80
日前村 620 247 58
西方村 961 315 50
森村 536 132 10
平野村 399 129 35
内入村 221 59 25
小泊村 164 37 20
地家室 212 19 90
沖家室 124 ― 100
安下庄 2,847 962 80
秋村 719 192 35
出井村 209 55 10
戸田村 732 144 50
日見村 695 230 30
外入村 392 117 60
横見村 542 153 20
志佐村 321 14 30
屋代村 4,498 700 100
小松村 1,295 340 200
遠崎村 748 238 200
三蒲村 3,137 665 100
椋野村 1,108 393 50
土井村 449 165 32

上関宰判

村名 村高（石） 並米（石） 他郡切手
代納（石）

麻郷 5,150 963 350
下田布施村 4,152 811 150
波野村 2,350 775 70
大波野村 2,387 858 80
平生村 148 460 75
宇佐木村 2,000 728 70
伊保庄 5,604 1,381 120
佐賀村 1,924 68 70
室津浦 195 ― 20
出典：�山口県文書館編『防長風土注進案　第１巻（大島

宰判　上）』山口県立山口図書館、1961年、同『防
長風土注進案　第２巻（大島宰判　下）』同、
1961年、同『防長風土注進案　第５巻（上関宰判
　上）』同、1962年、『防長風土注進案　第６巻（上
関宰判　下）』（頁数は紙幅の関係から省略する）。

註１：�並米は、本土貢に付加税を加えた合計額。表３
の土貢米も同義（以上、『防長風土注進案　研究
要覧』、118～119・142頁）。久賀浦・沖家室・室
津浦では田方がないため並米は課されていない
（銀納の諸税はあるが、ここでは省略する）。

註２：�本稿でたびたび述べている通り、他郡切手代納
は１年ごとに数量が決定され、かつ他郡切手代
納をめぐる藩の政策には変遷があったため、表
以外の村々でも別の時期には他郡切手代納が認
められていた可能性がある。

表２　「防長風土注進案」に見る他郡切手代納
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図
４
　
大
島
宰
判
・
上
関
宰
判
の
村
落
配
置

出
典

：『
防

長
風

土
注

進
案

　
研

究
要

覧
』。

註
：「

防
長

風
土

注
進

案
」

に
お

い
て

他
郡

切
手

代
納

が
確

認
で

き
る

村
（
表
２

）
は

太
字

で
示

し
た

。



東京大学史料編纂所研究紀要　第33号　2023年３月　（　 ）90

候
ハ
ヽ
、
問
屋
へ
差
出
可
申
与
奉
存
候
」
な
ど
と
あ
り
、
各
宰
判
は
代
銀
を
萩
城
下

の
問
屋
へ
送
付
し
、
問
屋
が
米
切
手
の
購
入
を
代
行
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

さ
て
、「
防
長
風
土
注
進
案
」
に
お
い
て
他
郡
切
手
代
納
は
、
他
国
米
購
入
な
ど

と
並
び
食
糧
輸
入
の
項
目
の
一
つ
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
例

え
ば
上
関
宰
判
の
室
津
浦
で
は
、
人
口
一
一
一
五
人
分
の
必
要
な
食
糧
（
一
人
あ
た

り
一
日
四
合
）
一
五
九
〇
石
の
う
ち
、
自
給
可
能
な
分
と
し
て
、「
他
国
米
入
津
御

免
之
分
」
の
米
七
五
石
・
麦
一
五
石
・
大
豆
一
〇
石
・
小
豆
五
石
に
加
え
、「
他
郡

御
切
手
上
納
被
差
免
分
」
の
米
二
〇
石
・「
酒
屋
御
貸
米
他
郡
御
切
手
以
返
納
被
仰

付
分
」
の
米
四
四
石
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
斗
以
下
は
四
捨
五
入
）。
す
な
わ

ち
他
郡
切
手
代
納
は
、
地
域
へ
の
食
糧
確
保
の
手
段
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　

表
３
の
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
を
例
に
と
る
と
、
藩
は
室
津
村
・
尾
国
村
か
ら

上
納
さ
れ
た
船
木
宰
判
宛
て
の
米
切
手
約
五
〇
石
を
、
船
木
宰
判
の
村
で
正
米
に
引

き
換
え
る
。
す
る
と
室
津
村
・
尾
国
村
で
は
、
そ
の
約
五
〇
石
分
の
米
が
引
き
出
さ

れ
る
こ
と
な
く
地
元
に
残
る
た
め
、
食
糧
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
郡
切
手

代
納
は
、
他
国
米
購
入
の
よ
う
に
直
接
的
な
方
法
で
は
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
な
間

接
的
な
仕
組
み
で
食
糧
確
保
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。

（
二
）
災
害
時
の
食
糧
確
保
と
他
郡
切
手

　

他
郡
切
手
の
活
用
に
よ
る
食
糧
確
保
は
、
平
時
の
年
貢
納
入
時
に
と
ど
ま
ら
な

か
っ
た
。
天
保
飢
饉
の
最
中
の
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）、
三
田
尻
塩
田
の
年
寄
（
村

役
人
に
相
当
）
ら
は
、
食
糧
不
足
解
消
の
た
め
藩
へ
「
御
売
米
」
を
願
い
出
た
と
こ

ろ
、
正
月
・
二
月
の
二
回
に
わ
た
り
「
他
郡
御
切
手
納
上
」
す
る
こ
と
を
条
件
に
「
現

御
米
御
引
渡
し
被
仰
付
」
と
指
示
さ
れ
た
。
売
米
代
を
銀
で
は
な
く
他
郡
切
手
で
納

め
さ
せ
て
い
る
の
は
、
年
貢
と
同
様
藩
の
正
米
確
保
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
萩
藩
領
で
は
大
規
模
な
水
害
が
発
生
し
た
が
、
翌
嘉

永
四
年（
一
八
五
一
）に
大
島
宰
判
が
提
出
し
た
願
書
に
よ
る
と
、大
島
宰
判
の
村
々

は
、「
飯
料
差
閊
」の
た
め
藩
か
ら
蔵
米
四
〇
〇
石
の
払
い
下
げ
を
受
け
た
。し
か
し
、

新
穀
収
穫
の
時
期
に
な
り
米
相
場
が
下
落
し
た
こ
と
や
、払
い
下
げ
ら
れ
た
米
が「
虫

痛
」・「
鼠
喰
」
の
被
害
を
受
け
た
こ
と
で
、「
御
定
和
市
」
す
な
わ
ち
藩
か
ら
指
示

さ
れ
た
相
場
で
の
売
り
捌
き
が
難
し
く
、
代
銀
上
納
が
困
難
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

四
〇
〇
石
の
う
ち
三
〇
〇
石
は
代
銀
で
は
な
く
他
郡
切
手
で
返
済
し
た
い
と
代
官
所

へ
願
い
、
承
認
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
三
〇
〇
石
分
は
「
御
定
和
市
」
で
は
な
く

「
当
節
之
和
市
」
す
な
わ
ち
現
在
の
相
場
で
「
小
民
共
」
に
安
く
払
い
下
げ
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
。

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
マ
マ
）

（
28
）

（
29
）

表３　室津村・尾国村における他郡切手代納

年代 土貢米（石）
他郡切手代納

出典
数量（石） 米切手の

宛先の宰判

文政８年 192.80454
31.334 徳地

吉崎家72-1
21.945 三田尻

文政９年 192.80454 38.436 船木 吉崎家72-2
文政11年 192.80454 27.1 熊毛 吉崎家72-4
文政12年 192.80454 38.881 船木 吉崎家72-5
天保元年 192.80454 66.3 船木 吉崎家71-1
天保３年 192.80454 59.7 吉田 吉崎家71-3

天保４年 192.80454
17.686 船木

吉崎家71-4
25.01994 小郡

天保５年 192.80454 76.5 山口 吉崎家71-5
天保６年 193.43835 50 船木 吉崎家71-6
天保７年 193.43835 186 吉田 吉崎家71-7

出典：吉崎家文書（本文の註25参照）。
註１：�小数点以下は順に斗・升・合・勺・才を表す。「防長風土注進案」に

よると、室津村・尾国村の村高はそれぞれ304石・359石（『防長風土
注進案　第６巻（上関宰判　下）』、193・224頁）。

註２：�文政10年・天保２年および天保８年以降は、請払一紙は残されている
ものの他郡切手代納は確認できなかった。「防長風土注進案」でも室
津村・尾国村には他郡切手代納は記載されていない。
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山
口
宰
判
で
も
嘉
永
三
年
の
水
害
に
よ
り
、
例
年
命
じ
ら
れ
て
い
る
囲
米
の
新
穀

へ
の
入
れ
換
え
に
つ
い
て
、「
山
口
付
之
御
切
手
」
の
み
で
は
入
れ
換
え
が
困
難
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
、
入
れ
換
え
る
米
八
〇
〇
石
の
う
ち
四
〇
〇
石
は
「
他
郡
御
切
手

取
交
」
て
上
納
し
、
残
り
四
〇
〇
石
は
来
年
秋
ま
で
上
納
を
延
期
す
る
こ
と
を
願
い
、

認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
小
躬
之
者
共
直
安
ニ
御
売
米
」
が
可
能
に
な
る
、

と
し
て
い
る
。
以
上
の
通
り
、
他
郡
切
手
代
納
に
よ
り
地
元
に
食
糧
用
の
米
穀
を
確

保
す
る
と
い
う
行
為
は
、
恒
常
的
な
年
貢
の
納
入
に
加
え
、
災
害
時
の
対
策
と
し
て

も
実
施
さ
れ
て
い
た
。

（
三
）
他
郡
切
手
代
納
の
意
義

　

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
踏
ま
え
、
他
郡
切
手
代
納
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
対
す
る

筆
者
の
見
解
を
ま
と
め
た
い
。

　

田
中
氏
は
、
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
小
郡
宰
判
に
お
け
る
他
郡
切
手
代
納

に
触
れ
、年
貢
上
納
を
め
ぐ
っ
て
宰
判
間
の
米
切
手
に
よ
る
貸
借
が
行
わ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
広
域
行
政
の
進
展
・
年
貢
米
の
物
件
化
を
表
す
も
の
と
し
て
い
る
。
た
だ
、

米
納
の
困
難
な
ど
地
域
側
の
事
情
に
対
す
る
言
及
は
な
く
、
ま
た
行
政
す
な
わ
ち
藩

側
は
む
し
ろ
他
郡
切
手
代
納
の
抑
制
を
図
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
広
域
行
政
の
進

展
」と
い
う
表
現
は
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。西
川
俊
作
氏
は「
防

長
風
土
注
進
案
」
の
分
析
か
ら
、
大
島
宰
判
に
お
け
る
他
郡
切
手
代
納
に
つ
い
て
、

「
米
余
り
の
他
郡
（
た
と
え
ば
山
口
宰
判
）
か
ら
米
を
購
入
す
る
切
手
」
と
い
う
名

目
で
年
貢
米
の
代
銀
納
を
認
め
て
い
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
米
切
手
は
藩
士

へ
の
俸
禄
支
給
の
た
め
各
宰
判
宛
て
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
が
踏
ま

え
ら
れ
て
い
な
い
。
他
郡
切
手
代
納
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
藩
・
地
域
双
方
へ
の

目
配
り
が
必
要
と
考
え
る
。

　

西
川
氏
が
米
切
手
代
納
を
代
銀
納
と
捉
え
た
の
に
対
し
、
安
部
氏
は
、
代
銀
で
は

な
く
購
入
し
た
米
切
手
を
米
と
し
て
納
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
貢
の
買
納
と
捉
え

る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
筆
者
も
こ
れ
に
同
意
す
る
。
年
貢
の
買
納
に
つ

い
て
は
、
本
城
正
徳
氏
の
研
究
が
あ
る
。
買
納
は
、
自
作
米
で
は
な
く
貨
幣
で
購
入

し
た
米
を
年
貢
と
し
て
納
入
す
る
行
為
で
あ
り
、
瀬
戸
内
諸
藩
で
も
綿
作
の
発
展
な

ど
を
背
景
に
買
納
が
展
開
し
て
い
た
。
そ
れ
に
は
①
藩
が
認
め
た
蔵
米
に
よ
る
買
納

と
、
②
非
合
法
な
他
国
米
買
納
と
が
あ
り
、
藩
が
②
を
禁
止
し
た
の
は
、
他
国
米
は

低
品
質
で
あ
り
、大
坂
で
の
年
貢
米
販
売
に
影
響
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

本
城
氏
は
米
切
手
代
納
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
米
切
手
は
蔵
米
の
引
換
券
で
あ

る
か
ら
、
①
に
相
当
す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。
一
（
三
）
で
も
触
れ
た
が
、
代
銀

納
で
は
な
く
米
切
手
代
納
で
あ
れ
ば
、
藩
は
大
坂
な
ど
で
販
売
す
る
た
め
の
高
品
質

な
正
米
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
買
納
は
経
済
的
先
進
地
と
し
て
綿
作
な
ど
が

発
展
し
た
畿
内
・
瀬
戸
内
双
方
で
確
認
で
き
る
の
に
対
し
、
藩
士
の
俸
禄
と
し
て
支

給
さ
れ
る
米
切
手
に
よ
る
年
貢
代
納
は
、
幕
府
直
轄
領
を
は
じ
め
と
し
て
小
規
模
な

所
領
が
錯
綜
し
た
畿
内
に
は
存
在
し
な
い
、
瀬
戸
内
の
大
規
模
な
藩
領
特
有
の
行
為

と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
先
行
研
究
で
は
、
田
中
氏
は
文
政
一
一
年
、
西
川
氏
・
安
部
氏
は
天
保
期
ご

ろ
の
平
均
値
が
記
載
さ
れ
た
「
防
長
風
土
注
進
案
」
と
、
一
九
世
紀
の
あ
る
一
時
期

の
史
料
が
典
拠
と
さ
れ
、
他
郡
切
手
代
納
が
や
や
静
態
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
藩
は
年
貢
米
納
の
原
則
か
ら
他
郡
切
手
代

納
の
抑
制
を
図
り
、
一
年
ご
と
に
収
穫
状
況
を
見
て
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
り
承

認
し
て
い
た
。
他
郡
切
手
代
納
を
め
ぐ
っ
て
は
、
高
品
質
な
現
物
の
年
貢
米
を
確
保

し
よ
う
と
す
る
藩
側
と
、
地
元
へ
の
食
糧
確
保
の
た
め
現
物
の
米
で
は
な
く
代
替
手

段
で
年
貢
を
納
入
し
た
い
地
域
側
と
の
相
克
が
絶
え
ず
存
在
し
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
萩
藩
の
年
貢
制
度
全
体
へ
の
検
討
が
及
ば
ず
、
米
切
手
代
納
の
問
題
の
み

を
取
り
上
げ
た
考
察
に
は
と
ど
ま
っ
た
が
、
本
稿
の
内
容
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）
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若
干
の
展
望
・
課
題
を
示
し
た
い
。

　

萩
藩
で
は
、
藩
士
の
俸
禄
と
し
て
発
行
さ
れ
た
米
切
手
が
商
人
間
で
流
通
し
、
各

宰
判
で
正
米
に
交
換
さ
れ
た
。
沿
岸
部
な
ど
米
が
自
給
で
き
な
い
宰
判
で
は
、
他
宰

判
を
宛
先
と
す
る
米
切
手
（
他
郡
切
手
）
を
購
入
し
て
年
貢
の
代
わ
り
に
納
め
る
こ

と
を
願
っ
た
。
藩
も
、
銀
納
で
は
な
く
米
切
手
で
の
年
貢
代
納
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を

宛
先
の
宰
判
で
引
き
換
え
る
こ
と
に
よ
り
正
米
の
年
貢
を
確
保
で
き
る
た
め
、
運
賃

の
差
額
補
填
な
ど
を
条
件
に
追
認
し
て
い
っ
た
。
た
だ
、
原
則
は
あ
く
ま
で
現
物
で

の
納
入
で
あ
り
、
米
切
手
代
納
は
一
年
ご
と
に
豊
凶
な
ど
を
考
慮
し
特
例
と
し
て
承

認
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
郡
切
手
で
の
納
入
に
よ
っ
て
地
元
に
米
穀
を
残
し
食

糧
を
確
保
す
る
行
為
は
、
通
常
の
年
貢
納
入
時
に
加
え
、
災
害
な
ど
の
非
常
時
に
も

機
能
し
た
。

　

藩
の
本
来
の
米
切
手
発
行
の
意
図
は
俸
禄
支
給
で
あ
り
、
米
切
手
を
各
宰
判
で
引

き
換
え
さ
せ
た
の
も
大
坂
廻
米
な
ど
の
利
便
性
の
た
め
で
あ
っ
た
。し
か
し
そ
れ
が
、

他
宰
判
宛
て
の
米
切
手
を
年
貢
代
納
に
用
い
る
こ
と
で
地
域
の
食
糧
を
確
保
す
る
と

い
う
、
全
く
異
な
る
目
的
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
蔵
米
の
引
換
券
で
あ
る

米
切
手
が
、
藩
よ
り
も
む
し
ろ
地
域
側
か
ら
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点

で
領
主
と
地
域
と
が
相
互
関
係
を
有
し
て
い
た
と
考
え
る
。

　

米
切
手
代
納
は
、
萩
藩
の
ほ
か
広
島
藩
な
ど
瀬
戸
内
海
沿
岸
部
の
諸
藩
領
で
広
範

に
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
見
た
他
郡
切
手
の
問
題
は
、
地
理
的
条
件
か
ら
年
貢

米
を
城
下
町
な
ど
に
集
積
せ
ず
各
村
に
残
す
と
い
う
方
法
を
採
っ
た
萩
藩
な
ら
で
は

の
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
瀬
戸
内
全
体
に
共
通
す
る
面
と
各
藩
固
有
の
事

情
と
の
双
方
に
注
意
し
な
が
ら
、
今
後
他
藩
に
お
け
る
米
切
手
代
納
に
つ
い
て
も
検

討
を
進
め
た
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
地
域
の
食
糧
確
保
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
の
指
摘
に

と
ど
ま
っ
た
が
、
米
切
手
代
納
に
は
、
村
役
人
な
ど
が
年
貢
代
納
に
用
い
る
米
切
手

の
投
機
的
売
買
を
行
い
、米
価
が
高
騰
し
て
小
前
層
が
困
窮
す
る
、と
い
う
デ
メ
リ
ッ

ト
も
み
ら
れ
た
。本
稿
で
は
領
主
と
地
域
の
関
係
性
と
い
う
点
に
主
眼
を
置
い
た
が
、

今
後
は
そ
の
よ
う
な
地
域
側
の
内
実
に
も
注
意
し
た
分
析
を
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
）　

以
上
、
原
直
史
「
越
後
巨
大
地
主
と
流
通
市
場
」（
小
林
昌
二
監
修
、
原
直
史
・
大

橋
康
二
編
﹃
日
本
海
域
歴
史
大
系　

第
五
巻　

近
世
篇
二
﹄
清
文
堂
出
版
、

二
〇
〇
六
年
）、
一
五
三
頁
、
多
和
田
雅
保
﹃
近
世
信
州
の
穀
物
流
通
と
地
域
構
造
﹄

山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
二
四
七
頁
、
平
野
哲
也
「
関
東
主
穀
生
産
地
帯
に
お

け
る
米
の
生
産
・
流
通
と
消
費
の
諸
相
」（
渡
辺
尚
志
編
﹃
生
産
・
流
通
・
消
費
の
近

世
史
﹄
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）、
五
八
・
七
八
～
七
九
頁
、
高
橋
伸
拓
「
近
世
後

期
に
お
け
る
在
払
米
の
展
開
と
酒
造
業
」（﹃
関
東
近
世
史
研
究
﹄八
三
、二
〇
一
九
年
）、

四
八
・
五
五
頁
な
ど
。

（
２
）　

木
部
和
昭
「
幕
末
期
小
郡
宰
判
に
お
け
る
豪
農
経
営
と
そ
の
特
質
」（
渡
辺
尚
志
﹃
幕
末

維
新
期
萩
藩
村
落
社
会
の
変
動
﹄
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）、
一
九
六
～
一
九
八
頁
。

（
３
）　

小
川
国
治
﹃
転
換
期
長
州
藩
の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
、
一
七
二
～

一
七
三
・
二
一
四
～
二
一
八
頁
、
田
中
誠
二
﹃
萩
藩
財
政
史
の
研
究
﹄
塙
書
房
、

二
〇
一
三
年
（
以
下
、「
田
中
前
掲
書
ａ
」
と
す
る
）、
三
〇
一
頁
、
伊
藤
昭
弘
﹃
藩

財
政
再
考
﹄
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
一
六
二
頁
、
木
部
前
掲
論
文
、
一
九
六

～
一
九
八
・
二
〇
六
～
二
一
二
頁
な
ど
。

（
４
）　

安
部
伸
哉
「
一
九
世
紀
の
地
方
米
市
場
に
お
け
る
取
引
制
度
の
動
向
」（﹃
社
会
経

済
史
学
﹄
八
七
（
一
）、
二
〇
二
一
年
）、
三
四
頁
。

（
５
）　

具
体
的
に
、
原
氏
は
、
農
民
的
商
品
流
通
が
展
開
し
て
も
村
落
共
同
体
の
枠
組
み

が
機
能
し
て
い
た
こ
と
、
宮
本
又
郎
氏
は
、
農
民
米
・
木
綿
製
品
と
い
っ
た
農
民
的

商
品
が
領
主
的
市
場
で
販
売
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
再
検
討
を
行
っ
て

い
る
（
原
直
史
﹃
日
本
近
世
の
地
域
と
流
通
﹄
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、

一
〇
四
～
一
〇
五
頁
、
宮
本
又
郎
「
近
世
日
本
の
市
場
と
商
業
」（
深
尾
京
司
・
中
村

尚
史
・
中
林
真
幸
編﹃
岩
波
講
座　

日
本
経
済
の
歴
史　

第
二
巻　

近
世
﹄岩
波
書
店
、

二
〇
一
七
年
）、
二
五
四
頁
）。
米
穀
に
関
し
て
は
、
落
合
功
氏
が
、
年
貢
米
輸
送
は

近
世
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
商
品
米
と
一
緒
の
運
搬
も
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
領
主
的

商
品
流
通
か
農
民
的
商
品
流
通
か
と
い
っ
た
二
元
的
な
理
解
の
限
界
性
を
指
摘
し
て

（
35
）（

36
）
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い
る
（
落
合
功
﹃
近
世
の
地
域
経
済
と
商
品
流
通
﹄
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、

二
七
頁
）。
ま
た
伊
藤
氏
は
、
萩
藩
が
領
民
へ
の
食
糧
安
定
供
給
の
た
め
他
国
米
（
民

間
米
穀
流
通
）
の
移
入
を
容
認
し
た
こ
と
か
ら
、「
飢
餓
移
出
」
的
な
大
坂
廻
米
（
領

主
的
米
穀
流
通
）
の
進
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
し
て
お
り
（
伊
藤
昭
弘
「
萩
藩
に
お

け
る
大
坂
廻
米
と
領
国
市
場
」（﹃
瀬
戸
内
海
地
域
史
研
究
﹄
七
、一
九
九
九
年
）、

三
四
五
頁
）、
注
目
さ
れ
る
。

（
６
）　

東
野
将
伸
「
近
世
後
期
の
地
域
経
済
と
商
人
」（﹃
日
本
史
研
究
﹄
六
七
九
、

二
〇
一
九
年
）、
九
四
頁
。
東
野
将
伸
氏
は
、
笠
岡
か
ら
大
坂
に
輸
出
さ
れ
た
畳
表
の

売
却
代
金
が
備
中
一
橋
領
の
大
坂
蔵
元
に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
時
大
坂
蔵
元
が
発
行

し
た
預
り
手
形
が
年
貢
銀
収
納
の
際
に
正
銀
の
代
わ
り
に
大
坂
へ
送
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
領
主
的
な
年
貢
銀
収
納
ル
ー
ト
と
商
品
流
通
ル
ー
ト
と
の
相
互
関
係
を
指
摘
し

て
い
る
（
同
、
一
〇
〇
～
一
〇
四
頁
）。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
米
切
手
代
納
も
、
領
主

の
財
政
部
門
が
発
行
し
た
手
形
が
年
貢
代
納
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し

て
お
り
、
領
主
―
領
民
関
係
を
検
討
す
る
素
材
と
し
て
有
効
と
考
え
る
。

（
７
）　

拙
稿
「
城
下
町
津
山
に
お
け
る
米
切
手
と
地
域
経
済
」（﹃
論
集
き
ん
せ
い
﹄

四
一
、二
〇
二
〇
年
）、
四
五
頁
。

（
８
）　

以
上
、
伊
藤
前
掲
書
、
二
五
三
～
二
五
四
頁
。

（
９
）　

以
上
、
安
部
前
掲
論
文
、
三
〇
～
三
二
頁
。

（
10
）　

田
中
誠
二
﹃
近
世
の
検
地
と
年
貢
﹄
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
（
以
下
「
田
中
前
掲

書
ｂ
」
と
す
る
）
二
七
五
～
二
七
七
頁
。
た
だ
し
、
当
島
・
奥
阿
武
・
美
祢
の
三
宰

判
で
は
年
貢
米
を
萩
へ
陸
送
し
、山
代
宰
判
で
は
年
貢
を
米
で
は
な
く
紙
で
納
入
し
た
。

（
11
）　

山
口
県
文
書
館
編
﹃
山
口
県
史
料　

近
世
編　

法
制
下
﹄
同
、
一
九
七
七
年
、

三
五
六
～
三
五
七
頁
。
適
宜
句
読
点
の
位
置
を
変
更
し
、
傍
線
を
付
し
た
（
史
料
二
・

三
も
同
様
）。「
御
書
付
其
外
後
規
要
集
」
は
、
吉
田
宰
判
の
代
官
所
が
、
当
職
か
ら

の
触
達
な
ど
を
、
前
半
（
寛
永
～
文
化
期
）
は
主
題
別
、
後
半
（
文
化
～
天
保
期
）

は
編
年
で
収
録
し
た
も
の
（
山
崎
一
郎
「
萩
藩
代
官
所
に
お
け
る
文
書
管
理
と
「
御

書
付
其
外
後
規
要
集
」
の
作
成
」（﹃
瀬
戸
内
海
地
域
史
研
究
﹄
七
、一
九
九
九
年
）、

三
六
八
～
三
七
〇
頁
）。
史
料
一
～
三
は
、
吉
田
宰
判
を
含
む
全
宰
判
に
宛
て
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）　
「
所
務
」
は
年
貢
の
意
（
山
口
県
文
書
館
編
﹃
防
長
風
土
注
進
案　

第
二
二
巻　

研

究
要
覧
﹄
山
口
県
立
山
口
図
書
館
、
一
九
六
六
年
、
九
七
頁
）。

（
13
）　

郡
の
境
界
と
宰
判
の
境
界
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
の
「
郡
」

は
「
宰
判
」
と
同
義
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
後
掲
表
３
で
、
文
政
一
一
年
に
熊
毛

郡
の
上
関
宰
判
の
村
が
同
じ
く
熊
毛
郡
の
熊
毛
宰
判
宛
て
の
米
切
手
で
年
貢
を
代
納

す
る
際
も
「
他
郡
御
切
手
上
納
」
と
表
現
し
て
い
る
。

（
14
）　
﹃
山
口
県
史
料　

近
世
編　

法
制
下
﹄、
三
五
九
頁
。

（
15
）　
「
御
米
御
手
当
」
に
つ
い
て
、
藩
か
ら
正
米
で
の
年
貢
納
入
が
難
し
い
地
域
へ
の
補

助
と
し
て
米
が
下
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
。

（
16
）　
﹃
山
口
県
史
料　

近
世
編　

法
制
下
﹄、
三
六
三
～
三
六
四
頁
。

（
17
）　
「
行
形
」
は
慣
例
の
意
（﹃
防
長
風
土
注
進
案　

研
究
要
覧
﹄、
一
七
二
頁
）。

（
18
）　

田
中
前
掲
書
ａ
、
四
〇
頁
。

（
19
）　

小
川
前
掲
書
、
二
七
～
四
二
頁
。

（
20
）　

藤
村
聡
﹃
近
世
中
央
市
場
の
解
体
﹄
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
六
九
頁
。

（
21
）　

以
上
、
安
部
前
掲
論
文
、
三
三
・
三
六
～
三
七
頁
。

（
22
）　
「
防
長
風
土
注
進
案
」
は
、
萩
藩
が
天
保
改
革
に
あ
た
り
、
宰
判
ご
と
に
領
内
各
町

村
の
実
態
を
調
査
さ
せ
提
出
さ
せ
た
も
の
（﹃
防
長
風
土
注
進
案　

研
究
要
覧
﹄、
一

頁
）。
成
立
時
期
は
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
～
嘉
永
期
に
わ
た
る
が
、
数
个
年
の

平
均
値
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
近
世
後
期
の
村
落
の
様
相
を
伝
え
る
も
の
と
評
価
さ

れ
て
い
る
（
三
宅
紹
宣
﹃
幕
末
・
維
新
期
長
州
藩
の
政
治
構
造
﹄
校
倉
書
房
、

一
九
九
三
年
、
四
七
頁
）。
管
見
の
限
り
他
郡
切
手
代
納
は
大
島
宰
判
・
上
関
宰
判
に

し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、「
防
長
風
土
注
進
案
」
は
宰
判
に
よ
っ
て
精
粗
深
浅
の

差
が
あ
る
た
め
、
両
宰
判
以
外
で
他
郡
切
手
代
納
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
断

定
で
き
な
い
。

（
23
）　

穐
本
洋
哉
﹃
前
工
業
化
時
代
の
経
済
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
七
年
、

一
六
四
頁
、
三
宅
前
掲
書
、
二
六
～
二
八
頁
。

（
24
）　

請
払
一
紙
は
、
村
の
蔵
に
お
け
る
年
貢
の
請
（
収
入
）
と
払
（
支
出
）
の
決
算
書
（
田

中
前
掲
書
ｂ
、
二
七
五
頁
）。

（
25
）　

以
上
、
吉
崎
家
文
書
一
（
一
三
八
の
四
二
）。
安
政
元
年
の
御
用
状
綴
（
吉
崎
家
文

書
一
）
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
年
の
も
の
と
推
測
し
た
。
問
屋
に
つ
い
て

具
体
的
に
は
、「
萩
問
屋
藤
山
又
右
衛
門
」
が
「
御
切
手
代
不
足
渡
算
用
」
を
行
っ
て

ゆ
き
な
り
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い
る
と
い
う
記
述
が
見
え
る
（
吉
田
家
文
書
四
七
九
―
一
五
）。
吉
崎
家
文
書
・
吉
田

家
文
書
（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）
に
つ
い
て
、
吉
崎
家
・
吉
田
家
は
い
ず
れ
も
家
業

と
し
て
酒
屋
を
営
み
、
当
該
期
に
は
両
家
が
、
室
津
の
地
方
（
室
津
村
）
お
よ
び
隣

接
す
る
尾
国
村
の
庄
屋
と
、
室
津
の
浦
方
（
室
津
浦
）
の
年
寄
と
を
交
代
で
務
め
て

い
た
（
山
口
県
文
書
館
編
﹃
山
口
県
文
書
館
諸
家
文
書
目
録
七　

上
関
町
国
行
家
文

書
・
上
関
町
佐
倉
谷
家
文
書
・
上
関
町
吉
崎
家
文
書
﹄
同
、
二
〇
〇
五
年
、
四
一
～

四
七
頁
、
同
編
﹃
山
口
県
文
書
館
諸
家
文
書
目
録
六　

上
関
町
吉
田
家
文
書
﹄
同
、

二
〇
〇
二
年
、
一
～
一
〇
頁
）。

（
26
）　

萩
藩
は
毎
年
秋
に
年
貢
米
を
酒
造
家
へ
貸
し
付
け
、
翌
年
三
月
に
米
切
手
で
返
済

さ
せ
て
い
た
（﹃
防
長
風
土
注
進
案　

研
究
要
覧
﹄、
九
三
頁
）。
年
貢
代
納
と
同
様
、

返
済
す
る
米
切
手
に
他
郡
切
手
を
用
い
る
こ
と
で
、
地
元
の
食
糧
を
確
保
し
た
と
み

ら
れ
る
。

（
27
）　

山
口
県
文
書
館
編
﹃
防
長
風
土
注
進
案　

第
六
巻
（
上
関
宰
判　

下
）﹄
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
一
九
六
三
年
、
二
五
四
～
二
五
六
頁
。

（
28
）　

以
上
、「
諸
事
書
留
帳
」（
松
岡
利
夫
編
﹃
防
長
塩
業
史
料
集
﹄
山
口
県
塩
業
組
合

連
合
会
、
一
九
六
一
年
、
三
三
五
～
三
三
七
頁
）。
当
該
史
料
は
、
塩
値
段
の
下
落
な

ど
に
よ
り
他
郡
切
手
購
入
の
資
金
が
調
達
で
き
な
い
と
し
て
、
購
入
の
期
限
を
延
長

す
る
よ
う
願
っ
た
も
の
。「
諸
事
書
留
帳
」
は
三
田
尻
塩
田
内
の
西
ノ
浦
塩
業
組
合
所

蔵
史
料
で
、﹃
防
長
塩
業
史
料
集
﹄
で
は
そ
の
う
ち
塩
業
関
係
の
事
項
を
抜
粋
し
て
収

録
し
て
い
る
。

（
29
）　

以
上
、「
大
島
宰
判
本
控
」（
両
公
伝
史
料
二
六
九
）。「
宰
判
本
控
」（
県
庁
伝
来
旧

藩
記
録
、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）
は
、
各
宰
判
か
ら
郡
奉
行
所
へ
提
出
さ
れ
た
願
書

お
よ
び
詮
議
の
結
果
を
編
年
で
ま
と
め
た
も
の
（
山
口
県
編
﹃
山
口
県
史　

史
料
編

近
世
四
﹄
山
口
県
、
二
〇
〇
八
年
、
八
二
頁
）。「
宰
判
本
控
」
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て

は
両
公
伝
史
料
（
同
館
所
蔵
）
内
の
写
本
を
利
用
し
た
。
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
は
、

明
治
期
以
降
山
口
県
庁
で
保
存
・
利
用
さ
れ
の
ち
に
山
口
県
立
山
口
図
書
館
に
移
管

さ
れ
た
、
旧
萩
藩
庁
文
書
を
中
心
と
す
る
史
料
群
。
両
公
伝
史
料
は
、
毛
利
敬
親
・

元
徳
の
伝
記
編
纂
事
業
の
た
め
収
集
さ
れ
た
史
料
群
（
以
上
、
山
崎
一
郎
「
毛
利
家

文
庫
の
形
成
過
程
と
文
書
群
構
造
」（﹃
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
﹄
三
七
、二
〇
一
〇

年
）、
五
〇
・
六
二
～
六
三
頁
）。

（
30
）　
「
山
口
宰
判
本
控
」（
山
口
市
編
﹃
山
口
市
史　

史
料
編　

近
世
一
﹄
山
口
市
、

二
〇
〇
八
年
、三
八
一
～
三
八
二
頁
。萩
藩
で
は
数
種
類
の
備
荒
貯
蓄
が
存
在
し
た
が
、

い
ず
れ
も
平
素
か
ら
古
米
を
貸
し
付
け
て
新
米
と
入
れ
換
え
さ
せ
て
い
た
（﹃
防
長
風

土
注
進
案　

研
究
要
覧
﹄、
九
七
頁
）。

（
31
）　

田
中
前
掲
書
ｂ
、
三
二
〇
頁
。

（
32
）　

西
川
俊
作
﹃
長
州
の
経
済
構
造
﹄
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
六
頁
。

（
33
）　

安
部
前
掲
論
文
、
三
三
頁
。

（
34
）　

以
上
、
本
城
正
徳
﹃
幕
藩
制
社
会
の
展
開
と
米
穀
市
場
﹄
大
阪
大
学
出
版
会
、

一
九
九
四
年
、
八
八
・
一
一
二
～
一
一
五
頁
。

（
35
）　

例
と
し
て
広
島
藩
で
は
、
畑
が
多
く
米
収
が
乏
し
い
地
域
や
凶
作
に
よ
り
米
納
が

困
難
な
場
合
な
ど
に
、
勘
定
所
が
発
行
す
る
差
紙
（
米
切
手
）
で
の
年
貢
納
入
（
差

次
払
い
）
を
認
め
て
い
た
（
広
島
県
編
﹃
広
島
県
史　

近
世
一
﹄
広
島
県
、

一
九
八
一
年
、
三
四
五
頁
）。

（
36
）　

徳
島
藩
で
も
、
米
が
作
れ
な
い
藍
作
地
帯
や
山
間
地
帯
な
ど
に
お
い
て
、
年
貢
を

指
紙
（
米
切
手
）
で
上
納
し
て
い
た
が
、
村
役
人
が
指
紙
の
相
場
の
変
動
に
よ
っ
て

利
ざ
や
を
稼
ぎ
、
農
民
は
不
利
益
を
被
っ
て
一
揆
の
一
因
と
な
っ
た
（
青
木
虹
二
・

森
嘉
兵
衛
編
﹃
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

第
一
三
巻　

騒
擾
﹄
三
一
書
房
、

一
九
七
〇
年
、
九
〇
頁
）。
岡
山
藩
で
も
、「
木
綿
作
・
畑
方
之
物
成
等
」
は
「
御
蔵

切
手
買
入
」
て
納
め
て
い
た
が
、「
百
姓
ハ
不
及
申
村
役
人
共
」
の
中
に
「
御
蔵
切
手

先
売
」
す
な
わ
ち
投
機
取
引
を
行
う
者
が
お
り
、「
切
手
相
場
之
高
下
」
し
「
上
納
方

ニ
相
響
」
い
て
い
る
と
し
て
、「
先
売
切
手
取
扱
」
の
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
（
藩
法

研
究
会
編
﹃
藩
法
集　

第
一　

下
（
岡
山
藩　

下
）﹄
創
文
社
、
一
九
五
九
年
、

四
四
七
頁
）。

︻
付
記
︼
国
文
学
研
究
資
料
館
・
山
口
県
文
書
館
（
五
十
音
順
、
順
不
同
）
の
皆
様
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
史
料
閲
覧
に
際
し
て
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り

し
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


